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行
政
相
談
月
間

9
月
1
日
㈰
～
10
月
31
日
㈭
は「
行
政

相
談
月
間
」で
す
。行
政
に
対
す
る
意
見
・

要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た

行
政
相
談
委
員
が
市
民
の
皆
さ
ん
と
行
政

と
の
パ
イ
プ
役
と
な
り
、
情
報
提
供
や
助

言
を
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

固
く
守
ら
れ
ま
す
。

市
で
は
、『
行
政
・
心
配
ご
と
相
談
』を

ふ
れ
あ
い
館
で
開
設
し
て
い
ま
す
。
開
設

日
は
、
広
報
こ
う
し『
お
知
ら
せ
カ
レ
ン

ダ
ー
』に
毎
月
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。
相
談
を
希
望
す
る
人
は

事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
課
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0
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市
の
安
全
な
水
供
給
に
向
け
た

取
り
組
み

各
家
庭
に
配
ら
れ
る
水
道
水
は
、
水
道

法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
水
質
検
査
を
定
期

的
に
行
な
い
、
水
質
基
準
を
超
え
て
い
な

い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
配
水
し
て
い
ま

す
。ま

た
近
年
、
全
国
で
暫
定
目
標
値
を
超

え
る
有
機
フ
ッ
素
化
合
物（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
お

よ
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
）が
検
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
本
市
で
は
年
1
回

各
配
水
池
の
検
査
を
行
な
い
、
結
果
は
暫

定
目
標
値
内
で
あ
る
た
め
、
安
心
し
て
飲

む
こ
と
が
で
き
ま
す

今
後
も
、
水
質
検
査
な
ど
を
実
施
し
、

安
全
で
安
心
な
水
の
安
定
供
給
を
行
な
っ

て
い
き
ま
す
。

※ 

水
質
検
査
の
結
果
お
よ
び
有
機
フ
ッ
素

化
合
物（
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ｓ
お

よ
び
Ｐ
Ｆ
Ｏ
Ａ
）の
検

査
結
果
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
し
て
い

ま
す
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水
道
課　
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班
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令
和
6
年
度
が
ん
複
合
検
診
の

問
診
票
を
発
送
し
ま
し
た

令
和
6
年
度
が
ん
複
合
検
診
の
申
し
込

み
を
し
た
人
に
、
問
診
票
を
発
送
し
ま
し

た
。都

合
が
悪
い
場
合
は
、
が
ん
複
合
検
診

調
査
票
に
あ
る『
日
時
変
更
等
の
電
話
連

絡
に
つ
い
て
』を
確
認
し
、
変
更
の
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

申
し
込
み
を
し
た
人
で
、
8
月
下
旬
ま

で
に
問
診
票
が
届
か
な
い
場
合
は
、
健
康

ほ
け
ん
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
健
康
ほ
け
ん
課　

健
康
づ
く
り
班
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盛
土
な
ど
の
行
為
に
は

許
可
・
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

令
和
3
年
7
月
、
静
岡
県
熱
海
市
で
大

規
模
な
土
石
流
災
害
が
発
生
し
た
こ
と
を

受
け
、盛
土
規
制
法
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
7
年
度
か
ら
許
可
・
届
出
の
手
続

き
が
必
要
と
な
る
予
定
で
す
。

▼
盛
土
規
制
法
の
ポ
イ
ン
ト

① 『
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
』お
よ
び

『
特
定
盛
土
等
規
制
区
域
』の
2
種
類
の

規
制
区
域
を
指
定
し
ま
す
。

② 

規
制
区
域
内
で
一
定
規
模
以
上
の
盛
土

な
ど
を
行
な
う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

許
可
・
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

③ 

許
可
を
受
け
る
た
め
に
は
法
定
の
安
全

基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④ 

規
制
区
域
内
で
は
、
土
地
所
有
者
な
ど

が
常
に
安
全
な
状
態
を

維
持
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

問
県
土
木
部

建
築
住
宅
局
建
築
課
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緑
の
募
金
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

こ
と
し
も
各
行
政
区
な
ど
の
皆
さ
ん

か
ら
多
く
の
募
金
が
寄
せ
ら
れ
、
県
緑

化
推
進
委
員
会
へ
春
期
募
金
額
と
し
て

1
1
9
万
5
5
5
0
円
を
寄
付
し
ま
し

た
。寄

せ
ら
れ
た
募
金
は
、
森
林
整
備
や
緑

化
推
進
、
普
及
啓
発
活
動
な
ど
に
役
立
て

ら
れ
ま
す
。

今
後
と
も
市
民
の
皆
さ
ん
に
は
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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農
政
課
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特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

パ
ワ
ハ
ラ
や
セ
ク
ハ
ラ
、
家
庭
内
暴

力
、
体
罰
や
い
じ
め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
の
誹
謗
中
傷
、
差
別
な
ど
、「
自
分
の

悩
み
は
人
権
侵
害
か
も
」と
思
っ
た
ら
、

一
人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
人
権
擁
護
委
員
が
対
応
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

▼
と
き　

9
月
12
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
3
時

▼
と
こ
ろ　

泉
ヶ
丘
市
民
セ
ン
タ
ー

問
人
権
啓
発
教
育
課
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高
齢
者
の
生
き
が
い
と

健
康
づ
く
り
推
進
事
業

受
講
生
募
集

①
終
活
講
座

～
わ
た
し
の
生
き
方
セ
ミ
ナ
ー
～

人
生
の
最
期
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ

て
、
前
向
き
に
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
た

め
の
終
活
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

※
内
容
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

▼
と
こ
ろ　

ふ
れ
あ
い
館

▼
対
象　

65
歳
以
上
の
市
民

▼	

定
員　

16
人（
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

▼
参
加
費　

5
0
0
円（
初
回
の
み
）

▼
申
込
方
法　

電
話

▼
申
込
期
限　

10
月
7
日
㈪

②
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
講
座

	

～
あ
な
た
の
ス
マ
ホ
で
つ
な
ぐ
・
つ
な

が
る
～

熊
本
高
等
専
門
学
校
の
先
生
や
学
生
の

皆
さ
ん
か
ら
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
基
本

操
作
や
日
頃
使
用
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
を
教
わ
り
ま
す
。

▼
と
き　

午
前
10
時
～
正
午

①
9
月
28
日
㈯

②
9
月
29
日
㈰

▼
と
こ
ろ　

熊
本
高
等
専
門
学
校

▼
対
象　

65
歳
以
上

▼	

定
員　

15
人（
申
し
込
み
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

▼
参
加
費　

無
料

▼
申
込
方
法　

電
話

▼
申
込
期
限　

9
月
17
日
㈫

申
市
社
会
福
祉
協
議
会　

地
域
福
祉
課
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こ
ど
も
ま
ん
な
か
児
童
福
祉
週
間

標
語
を
募
集
し
ま
す

毎
年
5
月
5
日
の
こ
ど
も
の
日
か
ら
1

週
間
を『
こ
ど
も
ま
ん
な
か　

児
童
福
祉

週
間
』と
定
め
て
、
こ
ど
も
た
ち
が
個
性

豊
か
に
、
た
く
ま
し
く
育
っ
て
い
け
る
よ

う
な
環
境
・
社
会
を
目
指
し
、
各
種
行
事

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

令
和
7
年
度
の
児
童
福
祉
週
間
に
向
け

て
、
児
童
福
祉
理
念
の
普
及
・
啓
発
の
た

め
、
そ
の
象
徴
と
な
る
標
語
を
募
集
し
ま

す
。
ど
な
た
で
も
応
募
で
き
ま
す
。
応
募

方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

児
童
育
成
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
募
集
期
限　

9
月
30
日
㈪

▼	

募
集
内
容

・
こ
ど
も
た
ち
を
応
援
す
る
標
語

・ 

こ
ど
も
た
ち
か
ら
未
来
に
向
け
た
メ
ッ

セ
ー
ジ

※ 

自
分
で
作
成
し
た
未
発
表
の
作
品
の
み

応
募
し
て
く
だ
さ
い

問（
公
財
）児
童
育
成
協
会　

標
語
募
集
係
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合
志
市
民
ま
つ
り

ス
テ
ー
ジ
参
加
団
体
募
集

11
月
3
日
㈰
・
㈷
に
開
催
予
定
の
合
志

市
民
ま
つ
り
で
、
ス
テ
ー
ジ
出
演
す
る
参

加
団
体（
ダ
ン
ス
な
ど
）を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象

市
内
を
活
動
拠
点
と
し
、
市
民
が
在
籍

す
る
団
体

▼
申
込
方
法

応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限　

9
月
20
日
㈮

▼
そ
の
他

・
1
団
体
15
分
程
度

・ 

申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
な
ど
の
調
整

が
あ
り
ま
す
。

問
ス
ト
レ
ー
ト
㈱

（
市
民
ま
つ
り
運
営
受
託
者
）

☎
0
9
6（
3
3
4
）7
7
0
0

▲市ホームページ

▲県ホームページ

とき（全て水曜日）
午後1時30分〜3時30分 内容

1回目 10月9日 終活入門
2回目 10月23日 エンディングノート作成
3回目 10月30日 自宅でできる体操、遺品と生前整理
4回目 11月6日 相続・遺言・遺贈・成年後見制度
5回目 11月20日 介護サービス・介護予防サービス
6回目 11月27日 いつまでも食を楽しむ
7回目 12月4日 医師からの話
8回目 12月11日 活き活き人生を送るために

▲児童育成協会

▲応募フォーム


